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員
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昭
夫
君
提
出
政
府
は
国
民
の
持
つ
将
来
不
安
の
解
消
の
た
め
の
努
力
を
怠
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
疑
問
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
福
田
昭
夫
君
提
出
政
府
は
国
民
の
持
つ
将
来
不
安
の
解
消
の
た
め
の
努
力
を
怠
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
二
、
四
か
ら
六
ま
で
、
九
、
十
及
び
十
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
月
収
三
十
万
円
の
家
計
で
ロ
ー
ン
残
高
が
五
一
四
三
万
円
」
と
い
う
例
え
は
、
平
成
二
十
六
年
度
当
初
予
算

に
お
い
て
我
が
国
の
税
収
及
び
税
外
収
入
の
合
計
額
が
五
十
四
・
六
兆
円
程
度
で
あ
る
一
方
、
当
時
の
国
の
長
期
債
務
残
高

が
七
百
八
十
兆
円
程
度
で
あ
る
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

国
の
財
政
と
家
計
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
債
務
は
い
ず
れ
も
期
日
ま
で
に
返
済
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
踏

ま
え
、
我
が
国
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
財
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て

我
が
国
の
財
政
を
家
計
に
例
え
た
資
料
を
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
国
民
の
持
つ
将
来
不
安
を
増
大
さ
せ
る
」
と

の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
に
鑑
み
、
政
府
と
し
て
、
御
指
摘
の
「
イ
ン
フ
レ
の
お
蔭
で
国
の
借
金
を
実
質
的
に
減
ら
し
て

い
る
」
こ
と
を
家
計
に
例
え
て
示
す
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

我
が
国
の
財
政
状
況
は
、
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二

一



〇
一
五
」
（
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
閣
議
決
定
）
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
経
済
・
財
政
再
生
計
画
」
（
以
下
「
経
済
・
財

政
再
生
計
画
」
と
い
う
。
）
に
沿
っ
て
引
き
続
き
財
政
健
全
化
の
取
組
を
着
実
に
進
め
、
国
債
に
対
す
る
信
認
を
確
保
し
て

い
く
と
と
も
に
、
今
後
と
も
、
財
政
に
つ
い
て
、
国
民
に
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

三
及
び
八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
日
銀
は
お
金
を
刷
っ
て
国
債
（
国
の
借
金
）
を
買
い
取
っ
て
い
る
」
及
び
「
こ
の
家
庭
で
は
離
れ
で
お
札
を

印
刷
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
て
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
三
十
四
号
）
第
五
条
本
文
に
お
い
て
は
、
「
す
べ
て
、
公
債
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
日
本
銀
行
に
こ
れ
を
引
き
受
け
さ

せ
、
又
、
借
入
金
の
借
入
に
つ
い
て
は
、
日
本
銀
行
か
ら
こ
れ
を
借
り
入
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
抵

触
す
る
日
本
銀
行
に
よ
る
公
債
の
引
受
け
等
に
つ
い
て
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
例
え
を
使

用
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
国
の
財
政
を
家
計
に
例
え
て
い
る
限
り
、
借
金
返
済
の
方
法
は
非
現
実
的
な
第
一
の
方
法
し
か
あ
り
え
ず
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
我
が
国
の
財
政
は
、
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
政
府
と
し
て

二



は
、
経
済
・
財
政
再
生
計
画
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
二
年
度
の
財
政
健
全
化
目
標
の
達
成
に
向
け
て
、
経
済
と
財
政
双
方
の

再
生
を
目
指
す
経
済
・
財
政
一
体
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

十
一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
八
年
十
月
七
日
内
閣
衆
質
一
九
二
第
一
八
号
。
以
下
「
一
八
号
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一
及
び

十
に
つ
い
て
及
び
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日
内
閣
衆
質
一
九
二
第
七
六
号
。
以
下
「
七
六
号
答
弁
書
」

と
い
う
。
）
一
、
五
及
び
八
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
国
債
の
価
格
や
長
期
金
利
は
、
金
融
政
策
の
み
な
ら
ず
、

経
済
・
財
政
の
状
況
等
の
様
々
な
要
因
を
背
景
に
市
場
に
お
い
て
決
ま
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
黒
田
東
彦
日
本
銀

行
総
裁
も
、
長
期
金
利
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
一
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
「
短
期
金
利
と
同
じ
よ
う
に

完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
と
い
う
議
論
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
短
期
金
利
と
全
く
同
じ
よ
う
に
で
き
る
と
は
言
っ
て
い

ま
せ
ん
」と
発
言
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
二
日
に
政
府
及
び
日
本
銀
行
が
共
同
で
公
表
し
た「
内

閣
府
、
財
務
省
、
日
本
銀
行
「
デ
フ
レ
脱
却
と
持
続
的
な
経
済
成
長
の
実
現
の
た
め
の
政
府
・
日
本
銀
行
の
政
策
連
携
に
つ

い
て
（
共
同
声
明
）
」
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
持
続
可
能
な
財
政
構
造
を
確
立
す
る
た
め
の
取
組
を
着
実
に
推
進
す
る
」

こ
と
を
含
め
、
デ
フ
レ
か
ら
の
早
期
脱
却
と
物
価
安
定
の
下
で
の
持
続
的
な
経
済
成
長
の
実
現
に
向
け
、
政
府
及
び
同
行
の

三



政
策
連
携
を
強
化
し
、
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
、
「
政
府
は
国
民
の
持
つ
将
来
不
安
の
解
消
の

た
め
の
努
力
を
怠
っ
て
い
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

十
二
に
つ
い
て

七
六
号
答
弁
書
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
一
八
号
答
弁
書
七
に
つ
い
て
で
は
、
一
般
に
、
利
子
が
付
さ
れ
て

お
ら
ず
、
か
つ
、
元
本
の
償
還
が
約
束
さ
れ
て
い
な
い
債
券
に
は
経
済
的
価
値
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
先
の
質

問
主
意
書
（
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
七
日
提
出
質
問
第
一
八
号
）
七
に
お
い
て
御
指
摘
の
「
コ
ン
バ
ー
ト
」
を
行
え
ば
、

財
政
運
営
及
び
通
貨
に
対
す
る
信
認
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
「
政
府
が
国
民
の
持
つ

将
来
不
安
の
解
消
の
た
め
の
努
力
を
怠
っ
て
い
る
現
れ
で
は
な
い
か
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

十
四
に
つ
い
て

成
長
戦
略
に
お
い
て
、
国
民
生
活
を
豊
か
に
し
、
企
業
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
必
要
な
改
革
を
ち
ゅ
う
ち
ょ
な

く
断
行
し
て
き
た
。

例
え
ば
、
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
）
に
よ
り
、
農
業
協

同
組
合
制
度
を
抜
本
的
に
改
革
し
、
企
業
が
農
業
に
参
入
し
や
す
く
し
た
。
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
で
は
、
原

四



署
名
国
に
な
っ
た
。
観
光
で
は
、
査
証
緩
和
措
置
に
加
え
、
継
続
的
な
訪
日
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
、
免
税
店
や
免
税
対
象
品
目

の
拡
大
等
観
光
客
誘
致
の
た
め
の
取
組
等
を
実
施
し
て
お
り
、
平
成
二
十
七
年
、
訪
日
外
国
人
観
光
客
は
、
過
去
最
高
と
な

っ
た
。
加
え
て
、
電
力
の
小
売
市
場
を
全
面
自
由
化
し
た
。
さ
ら
に
、
法
人
実
効
税
率
を
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
台
に
引
き
下
げ

た
。こ

う
し
た
構
造
改
革
は
、
意
欲
あ
る
者
の
創
意
工
夫
を
促
し
、
個
人
一
人
一
人
が
そ
の
潜
在
力
を
開
花
す
る
「
生
産
性
革

命
」
に
つ
な
が
り
、
日
本
経
済
の
成
長
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
経
済
成
長
の
果
実
を
生
か
し
て
、
安
心
で
き
る
社
会
基
盤
を
築
き
、
成
長
と
分
配
の
好
循
環
を
強
固
な
も
の
と

す
る
も
の
と
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
弱
者
切
り
捨
て
」
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。

十
五
に
つ
い
て

企
業
が
ど
の
よ
う
な
雇
用
形
態
の
者
を
ど
の
程
度
採
用
す
る
か
は
、
個
別
の
事
情
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お

尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
正
規
雇
用
労
働
者
数
は
、
平
成
二
十
七
年
に
八
年
ぶ
り

に
対
前
年
比
で
増
加
に
転
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
改
善
し
た
の
は
非
正
規
だ
け
で
あ
る
。
い
つ
で
も
解
雇
で
き
る
非
正
規

の
人
し
か
採
用
し
な
い
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

五



十
六
及
び
十
七
に
つ
い
て

我
が
国
に
お
い
て
は
、
安
倍
内
閣
の
経
済
財
政
政
策
に
よ
っ
て
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
増
加
し
て
い
る
。

ま
た
、
我
が
国
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
は
、
国
・
地
方
の
債
務
残
高
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
倍
程
度
に
膨
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
事

実
で
あ
り
、
「
国
の
借
金
が
多
い
と
言
っ
て
将
来
不
安
を
煽
っ
て
い
る
」
及
び
「
将
来
不
安
を
煽
り
、
緊
縮
財
政
を
行
っ
た
」

と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。
一
般
論
と
し
て
は
、
経
済
再
生
を
実
現
し
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
拡
大
す
る
こ
と
と
債
務
残
高
を
抑
制
す

る
こ
と
が
債
務
残
高
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
の
安
定
的
な
引
下
げ
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
再
生
と
財
政
健
全

化
の
両
立
に
向
け
て
、
引
き
続
き
、
基
礎
的
財
政
収
支
の
黒
字
化
を
目
指
し
、
そ
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

十
八
に
つ
い
て

七
六
号
答
弁
書
一
、
五
及
び
八
に
つ
い
て
で
は
、
日
本
銀
行
は
、
デ
フ
レ
脱
却
と
持
続
的
な
経
済
成
長
の
実
現
の
た
め
に
、

二
パ
ー
セ
ン
ト
の
「
物
価
安
定
の
目
標
」
の
実
現
を
目
指
し
、
こ
れ
を
安
定
的
に
持
続
す
る
た
め
に
必
要
な
時
点
ま
で
、
長

短
金
利
の
操
作
を
内
容
と
す
る
「
長
短
金
利
操
作
付
き
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
」
（
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
一
日
日
本
銀

行
政
策
委
員
会
・
金
融
政
策
決
定
会
合
決
定
）
を
継
続
す
る
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
、
イ
ン
フ
レ
率

が
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
れ
ば
途
端
に
金
融
政
策
が
無
効
と
な
り
、
国
債
が
暴
落
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
や
イ
ン
フ
レ
率
が

六



安
定
的
に
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
く
こ
と
に
よ
り
財
政
が
健
全
化
す
る
旨
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
政
府
と

し
て
は
、
今
後
と
も
、
財
政
健
全
化
の
取
組
を
着
実
に
進
め
、
国
債
に
対
す
る
信
認
の
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

七


